
　（平成３０年告示第936号）
Ｎｏ．1

（１） （２） （３） （４）

　次の写真に示すとおり、「女
狂」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「暴ウ
ケ」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「覚
淫」と表示のある製品であって、
その内容物が粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、「420 
X」と表示のある製品であって、
その内容物が植物片のもの。

（５） （６） （７） （８）

　次の写真を付して、「
」の名称で販売される製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真を付して、「
」の名称で販売される製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「恍
惚．スプ．ラッシュ」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Dynamite!!」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

（９） （１０） （１１） （１２）

　次の写真に示すとおり、「狂ケ
ツマン」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「逆噴
射」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「情欲
ピクピク」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「スー
パーゴメオ」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

（１３） （１４） （１５） （１６）

　次の写真を付して、「black 
angel」の名称で販売される製品
であって、その内容物が粉末の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「wedlocke」と表示のある製
品であって、その内容物が粉
末のもの。

　次の写真を付して、「girls
（ガールズ）」の名称で販売され
る製品であって、その内容物が
植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、「F」と
表示のある製品であって、その
内容物が植物片のもの。
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Ｎｏ．2

（１７） （１８） （１９） （２０）

　次の写真を付して、「T※IL」の
名称で販売される製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真を付して、「NO 
NAME」の名称で販売される製
品であって、その内容物が液
体のもの。

　次の写真を付して、「狂狗」の
名称で販売される製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「MANLY MENS」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの。

（２１） （２２） （２３） （２４）

　次の写真に示すとおり、「X」と
表示のある製品であって、その
内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「NO.48」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「淫
欲」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「LEAVES OF CHANGE 2」と表
示のある製品であって、その内
容物が液体のもの。

（２５） （２６） （２７） （２８）

　次の写真に示すとおり、「SEX 
ON THE BEACH」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの。

　次の写真に示すとおり、「SG」
と表示のある製品であって、そ
の内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「X．
Y．Z」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「OOOH！ YES！！」と表示の
ある製品であって、その内容物
が液体のもの。

（２９） （３０） （３１） （３２）

　次の写真に示すとおり、「ぐ
ちょぐちょ」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「錯乱
ＳＥＸ」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「ヤー
マンな気分」と表示のある製品
であって、その内容物が植物片
のもの。

　次の写真に示すとおり、「狂棒
カリビアン」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。
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NO.3

（３３） （３４） （３５） （３６）

　次の写真に示すとおり、「連続
スプラッシュ 」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真に示すとおり、「恍惚
ドロドロ 」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「悶絶
とろとろ」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真を付して、「瓶系リ
キッド特別」の名称で販売される
製品であって、その内容物が液
体のもの。

（３７） （３８） （３９） （４０）

　次の写真に示すとおり、
「Nature　Aqua」と表示のある製
品であって、その内容物が植物
片のもの。

　次の写真に示すとおり、「ＬＥＶ
ＥＬ７」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

　次の写真に示すとおり、「ＬＥＶ
ＥＬ６」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

　次の写真に示すとおり、「ＬＥＶ
ＥＬ５」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

（４１） （４２） （４３） （４４）

　次の写真に示すとおり、「ＬＥＶ
ＥＬ４」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

　次の写真に示すとおり、「ＬＥＶ
ＥＬ３」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

　次の写真に示すとおり、「ＬＥＶ
ＥＬ２」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

　次の写真に示すとおり、「ＬＥＶ
ＥＬ１」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

（４５） （４６） （４７） （４８）

　次の写真に示すとおり、「Love 
Game」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「Calm 
Down」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Planet Earth」と表示のある製
品であって、その内容物が粉末
のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Crystal Upper」と表示のある製
品であって、その内容物が液体
のもの。

　（平成３０年告示第936号）



平成30年8月21日指定　知事監視製品一覧
NO.4

（４９） （５０） （５１） （５２）

　次の写真を付して、「MP ス
ピードメス」の名称で販売される
製品であって、その内容物が液
体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Crystal SPEED」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「CHEMICAL　B」と表示のある
製品であって、その内容物が粉
末のもの。

　次の写真に示すとおり、
「CHEMICAL　C」と表示のある
製品であって、その内容物が粉
末のもの。

（５３） （５４） （５５） （５６）

　次の写真を付して、「MP 
Research chemical D」の名称で
販売される製品であって、その
内容物が粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、
「CHEMICAL　E＋UP」と表示の
ある製品であって、その内容物
が粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、
「CHEMICAL　F」と表示のある
製品であって、その内容物が粉
末のもの。

　次の写真に示すとおり、
「CHEMICAL　G」と表示のある
製品であって、その内容物が粉
末のもの。

（５７） （５８） （５９） （６０）

　次の写真を付して、「MP 
Research chemical H」の名称で
販売される製品であって、その
内容物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「MP 
Research chemical Ketamine 
analogue②」の名称で販売され
る製品であって、その内容物が
粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Speed Ice　２」と表示のある製
品であって、その内容物が粉末
のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Speed Ice　３」と表示のある製
品であって、その内容物が粉末
のもの。

（６１） （６２） （６３） （６４）

　次の写真に示すとおり、
「Speed　Rush　２」と表示のある
製品であって、その内容物が粉
末のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Speed　Rush　３」と表示のある
製品であって、その内容物が粉
末のもの。

　次の写真に示すとおり、
「ECSTASY SEX ２」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「ECSTASY SEX ３」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
液体のもの。
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NO.5

（６５） （６６） （６７） （６８）

　次の写真に示すとおり、
「ECSTASY Wave　３」と表示の
ある製品であって、その内容物
が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「THE 
SUPER LEMON XtC 
TROPICAL」と表示のある製品
であって、その内容物が植物片
のもの。

　次の写真を付して、「MPスー
パーレモンヘイズ　XTC　ソリッ
ド状」の名称で販売される製品
であって、その内容物が植物片
のもの。

　次の写真を付して、「MPフィー
リング　ソリッド状」の名称で販売
される製品であって、その内容
物が植物片のもの。

（６９） （７０） （７１） （７２）

　次の写真を付して、「MPスパイ
ラルプレミアム　ソリッド状」の名
称で販売される製品であって、
その内容物が植物片のもの。

　次の写真を付して、「MPスパイ
ラル　ソリッド状」の名称で販売
される製品であって、その内容
物が植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Speed Ice　VER2」と表示のある
製品であって、その内容物が粉
末のもの。

　次の写真を付して、「MP ス
ピードラッシュ」の名称で販売さ
れる製品であって、その内容物
が粉末のもの。

（７３） （７４） （７５） （７６）

　次の写真に示すとおり、
「ECSTASY SEX VER2」と表示
のある製品であって、その内容
物が液体のもの。

　次の写真を付して、「MP クリス
タルアイス」の名称で販売される
製品であって、その内容物が液
体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「cathinone Love VER2」と表示
のある製品であって、その内容
物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「MPスー
パーレモンヘイズ　ソリッド状」の
名称で販売される製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

（７７） （７８） （７９） （８０）

　次の写真に示すとおり、
「PANDORA Platinum VER2」と
表示のある製品であって、その
内容物が植物片のもの。

　次の写真を付して、「MPスカ
ル 420　ソリッド状」の名称で販
売される製品であって、その内
容物が植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、「Hot 
Stuff Inspire VER2」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「ALADDIN ACE VER2」と表示
のある製品であって、その内容
物が植物片のもの。
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NO.6

（８１） （８２） （８３） （８４）

　次の写真に示すとおり、
「ALADDIN VER2」と表示のある
製品であって、その内容物が植
物片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「BLACK SNAKE 2nd VER2」と
表示のある製品であって、その
内容物が植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「ZOMBIE YELLOW VER2」と表
示のある製品であって、その内
容物が植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Diamond Girl by Chemical 
Herb」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

（８５） （８６） （８７） （８８）

　次の写真に示すとおり、
「Diamond Girl by Chemical 
Herb 2」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「Chocolate Thai」と表示のある
製品であって、その内容物が植
物片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Cookies Kush」と表示のある製
品であって、その内容物が植物
片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Durban Poison」と表示のある
製品であって、その内容物が植
物片のもの。

（８９） （９０） （９１） （９２）

　次の写真に示すとおり、
「Northern Lights」と表示のある
製品であって、その内容物が植
物片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Strawberry Haze」と表示のある
製品であって、その内容物が植
物片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Super Silver Haze」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「AREA69」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片の
もの。

（９３） （９４） （９５） （９６）

　次の写真に示すとおり、
「Dragon 7」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片の
もの。

　次の写真に示すとおり、「Hot 
Jonny」と表示のある製品であっ
て、その内容物が粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、「肉欲
エネマグラ」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「IKAZUCHI」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。
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NO.7

（９７） （９８） （９９） （１００）

　次の写真に示すとおり、
「EXOTIQUE」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「SPLASH ES」と表示のある製品
であって、その内容物が固体の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「Jamaican Original」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
固形状のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Magical　Q」と表示のある製品
であって、その内容物が植物片
のもの。

（１０１） （１０２） （１０３） （１０４）

　次の写真に示すとおり、「X18」
と表示のある製品であって、そ
の内容物が植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、「Bitch 
the summer」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「Master Veronica」と表示のある
製品であって、その内容物が粉
末のもの。

　次の写真に示すとおり、「SEX 
Fruit」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

（１０５） （１０６） （１０７） （１０８）

　次の写真に示すとおり、「wild 
and sexy」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「Strong Dick」と表示のある製品
であって、その内容物が植物片
のもの。

　次の写真に示すとおり、「乱撫
RANBU」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「ORGASM LAND」と表示のある
製品であって、その内容物が植
物片のもの。

（１０９） （１１０） （１１１） （１１２）

　次の写真に示すとおり、「淫泉
蘇」と表示のある製品であって、
その内容物が植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Erotical Booster」と表示のある
製品であって、その内容物が植
物片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Extreme XV」と表示のある製
品であって、その内容物が植物
片のもの。

　次の写真に示すとおり、「Dirty 
Man」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。
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NO.8

（１１３） （１１４） （１１５） （１１６）

　次の写真に示すとおり、
「Evolution」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

　次の写真に示すとおり、「Gay 
King」と表示のある製品であっ
て、その内容物が粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、「Love 
Ripper」と表示のある製品であっ
て、その内容物が粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Rabbit S」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

（１１７） （１１８） （１１９） （１２０）

　次の写真に示すとおり、
「TRICK TRIPPER」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、「Love 
Trigger」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

　次の写真に示すとおり、「Love 
Paranoia」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

　次の写真に示すとおり、「猫狂
わせ」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

（１２１） （１２２） （１２３） （１２４）

　次の写真に示すとおり、
「MILK SHOT」と表示のある製
品であって、その内容物が液体
のもの。

　次の写真に示すとおり、「Lady 
Drive」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Insert 8」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「Buzz 
Star II」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

（１２５） （１２６）

　次の写真に示すとおり、
「Sexual Monster」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの。

　次の写真に示すとおり、「Nitro 
Jet」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

　（平成３０年告示第936号）


